
１．はじめに

日本は，世界第二位の経済大国に達し，物質面を含

めて多くの面で世界，アジアをリードしてきた。しか

しながら，今後，世界における日本経済力の相対地位

が低下していくことが間違いない状況にある。2010

年 4 〜 6 月期の日本の国内総生産（GDP）が 1 兆

2,900 億ドル，これに対し，中国の公表値は 1兆 3,400

億ドルとなり，GDP で中国が日本を抜いた。本年中

に中国経済が日本を抜くことがほぼ確実視されてい

る。今後の世界経済推移が多くの機関で予測されてい

るが，日本経済力の相対地位は低下していくことで一

致している。一例として，アメリカの投資銀行である

ゴールドマン・サックスから発表された 2050 年にお

ける世界経済予想を紹介する。2007 年に発表された

レポート(1)における GDP 及び一人当たり所得（in-

come per capita）の 2050 年予測結果を図１及び表１

に示す。2050 年には，中国の GDP がアメリカの 2倍

以上の 80 兆ドル近くになり，日本は，アメリカ，イン

ド，ブラジル，メキシコ，ロシア，インドネシアに次

ぐ第 8位になる。また，一人当たり所得としても，日

本は世界第 8 位，いわゆる“rich”グループには含ま

れるが，その最下位に位置することになる。

このように，世界やアジアにおける日本経済力の相

対地位が低下していくことが予想され，日本が経済力

から多くの影響力を行使できた時代は終わり，経済協

力以外の方法で世界やアジアに貢献することが求めら

れるようになる(2)。このような背景から，知的貢献が

日本の経済戦略で重要な地位を占めることはほぼ間違

いない。

このような状況の中，知的財産立国として成長を続

けるため，知的財産の創造推進(3)，人材育成(4)，創造性

を育む教育，知的財産の保護の強化など，さまざまな

取り組みがなされている。日本全体としての取り組み

のほか，地方においてもその特性を生かした取り組み

を推進している(5)。一般に，知的財産の取り組みに関

しては，知的財産の創造並びに知的財産を用いた産業

の保護，強化に注目が集まる。しかしながら 2050 年

を踏まえた長期的な視点では，社会基盤を構成する人

的育成，特に教育面での取り組みが重要となる。教育

面における専門人材の育成も重要(6)(7)であるが，これ

からの日本を担う学生自身が自主的に問題を解決し，

新たな価値を創作できるような教育推進が強く望まれ

ている。

徳島県は“青色発光ダイオード発祥の地”であり，

青色発光ダイオード開発の経緯や青色発光ダイオード

訴訟（いわゆる 404 特許訴訟）(8)の話が授業にて紹介

されるなど，学生における知的財産に関する認識は高

い。上記内容を踏まえ，徳島における教育面での知的

財産関連の取り組み及び徳島県での知的財産関連の活

動を紹介するとともに，「知的財産権を活用した自主
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表１ 2050 年における世界の一人当たり所得（Income

per Capita）順位予測(1)

２．知的財産教育への取り組み

知的財産を踏まえた教育の重要性の認識は年々高

まっている(9)。知的財産推進計画 2008 では，重点項

目のひとつとして「学校における知財教育の推進」が

挙げられており，「世界中のクリエーターの目標とな

り得る創作環境を整備」，「青少年の創作活動を支援」，

「学校における知的財産教育を推進」，「知的財産の創

造」，「保護」，「活用の体験教育」などが掲げられてい

る。このような中，大学のみならず，小学校から高校，

高専過程にて知的財産に関する教育が推進されてお

り，各学校において特色ある取り組みが行われてい

る。知的財産の制度や仕組みを理解することも重要で

あるが，発明や意匠の創作につながる教育，学生自ら

が参画する教育が最終目的であろう(11)-(13)。「学生自

らが参画する教育」の観点から以下に各学年における

取組状況を紹介する。

２．１ 小中学校での取り組み

小中学校では，発明やデザインの創作について楽し

く学び，知的財産に関する興味付けを行うような教育

が主体となる。その観点から，日本弁理士会でも，電

子紙芝居の方式による「パン職人レオ君の物語」やモ

ノ作りを通して身をもって学ぶことができる「発明工

作授業」など，小中学校用教材が多く作成されている。

また，実際のモノ作りを体験するような教育(10)も，そ

こから派生する知的財産を学ぶ上で重要であろう。

「学生自らが参画する取り組み」の側面が強い活動

としては，少年少女発明クラブが挙げられる。少年少

女発明クラブは，小中学生を対象として全国に 205 ク

ラブ（2009 年 8 月 28 日現在）が存在し，「青少年の自

由闊達な想像力を尊重し，科学技術に対する夢と情熱

を育み，創造力豊かな人間形成を図る」ことを目的と

して約 9,000 人のクラブ員が活動している。全国少年

少女チャレンジ創造コンテストなども開催され，「自

ら考え，モノを作る」活動を推進しているといえる。

少年少女発明クラブは，社団法人発明協会によって取

りまとめられ，クラブ毎に運営されている。徳島県に

は，阿南市少年少女発明クラブ，北島町少年少女発明

クラブの 2つのクラブが存在し，月 1〜 2回の活動が

行われている。一例として，平成 21 年度における阿

南市少年少女発明クラブの活動内容を表２に示す。発

光ダイオードを使った工作など，徳島に特色のある題

材も選定され，徳島大学にて実施される徳島科学体験

フェスティバルでの活動や日亜化学，四国化工機など

への工場見学も実施される。また，年に一回，阿南市

少年少女発明クラブ，北島町少年少女発明クラブ合同

で活動が行われ，独自に作成した作品の発表会や優秀

作品への表彰などが行われている。上記クラブのメン

バーは主に小学生であるが，その発想には実に豊かな

ものがあり，各作品には何らかの工夫や独自のデザイ

ンが盛り込まれ，一つとして同一の作品は存在しな

い。

小中学校生の発想には，固定概念や常識などの制約

が少なく，自由な発想や直観に基づく内容が多く盛り

こまれる。このような純粋な発想を，「青色発光ダイ

オード」に次ぐ発明につなげるよう，種々の活動への

協力・支援・発展を推進することが重要であろう。
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表２ 平成 21年度 阿南市少年少女発明クラブ 活動内容

実施日 テーマ及び活動内容

４月 18 日(土) 公開発明クラブ体験会教室（ガタガタ振

動カー）

モーターを使って振動で動くおもちゃ

５月 16 日(土) 開会式と「蓄音機を作ろう その 1」

空き缶を使った蓄音機

６月 20 日(土) 蓄音機を作ろう その 2

空き缶を使った蓄音機

７月 11 日(土) まわる団子三兄弟，ギシギシプロペラ

振動で回りだす玉やプロペラ

７月 23 日(土) 日亜化学工業 工場見学

８月 22 日(土) 科学☆発明サマー教室 北島町発明クラ

ブとの交流会

ホバークラフト作り

９月 12 日(土) 液体窒素，指のレプリカ，浮沈子，中和

実験

阿南高専の教室での実験

10 月 17 日(土) 種の不思議

植物の種が飛んでいくモデル作り及び実

験

11 月 21 日(土) 惑星模型を作ろう

太陽系の惑星の 15 億分の 1の模型

12 月 19 日(土) 発光ダイオードを使って光の三原色を調

べよう

光の合成の実験機つくり

１月 16 日(土) ルーレットを作ろう

モーターと電気を使ったルーレット作り

２月 20 日(土) 立体たこを作ろう

立体のまま空に浮かぶあがるたこ

３月６日(土) 閉会式と綿菓子製造機作り

身の回りのものを使った綿菓子製造機

２．２ 高校・高等専門学校での取り組み

高校や高等専門学校における知的財産教育への取り

組みは近年活発化しており，教育面に知的財産教育が

多く盛り込まれるようになった(12)。また，高校，高等

専門学校では，パテントコンテスト，デザインコンテ

ストへの参画が可能となることもあり，パテントコン

テスト，デザインコンテストを活用した知的財産教育

を推進しているケースも多い(13)。同コンテストは，文

部科学省，特許庁，日本弁理士会，（独）工業所有権情

報・研修館が主催しているコンテストで，高校部門，

高専部門，大学部門があり，出願支援対象になると支

援を受けて実際の特許出願，意匠登録出願ができる。

平成 21 年度のパテントコンテストへの応募総数は

262件であり，大学部門が 69件，高専部門が 53件，高

校部門が 140件となっている。大学部門における特許

出願支援対象の 6件中，5件が高等専門学校からの応

募（高専の専攻科の学生による応募は大学部門とな

る）であることからも，高校や高等専門学校における

知的財産への取り組み姿勢の高さがうかがえる。

徳島でも，知的財産に関連する実践的な教育や取り

組みが多くなされている。高校により設立された模擬

会社にて，商品の開発や販売を行っている例も見ら

れ，小松島西高校商業科により推進されている

「TOKUSHIMA 雪花菜工房」はその代表例といえ

る(14)。このような取り組みは，多くの面で知的財産に

関連し，「学生自らが参画する教育」につながるもので

ある。発明やデザインに関する教育面では，工業高校

や高等専門学校が主体となる。パテントコンテスト，

デザインコンテストでも工業高校や高等専門学校から

の応募が主に出願支援対象として選定されていること

からも，その取り組みの高さを証明している。徳島に

おいても，徳島県立徳島科学技術高校，阿南高等専門

学校などで知的財産を踏まえた実践的な取り組みが推

進されており，学生によるアイディアの抽出やデザイ

ン関連コンテストなどへの参画を推進している。ま

た，徳島県立徳島科学技術高校は，2009 年 4 月 1 日に

徳島県立徳島工業高等学校，徳島県立徳島東工業高等

学校，徳島県立水産高等学校の 3校が統合した高校で

あり，情報，環境，機械，電気，建設，海洋など幅広

い分野を包括している特徴を有している。デザイン関

連では，マスコットキャラクター「かぎまる」や徳島

県の特産品や郷土料理などを題材に遊びながら食に関

する知識を学ぶことができる「あわ食育カルタ」の創

作（図２参照），徳島阿波おどり空港のマスコットキャ

ラクターとして選定されるなど，学生による実践的な

取り組みがなされている。

図２ 徳島科学技術高校 マスコットキャラクター

「かぎまる」及び「食育カルタ」

(a) マスコットキャラク

ター「かぎまる」

（b）食育カルタ
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２．３ 大学での取り組み

知的財産推進計画 2009 で「大学発のイノベーショ

ンを加速するための知的財産システムの見直し」，知

的財産推進計画 2010 では「産官学共創力の世界最高

水準への引き上げ」などが掲げられており，今後，大

学での知的財産における役割はますます大きくなる。

国家予算の約 2.5％が大学関連並びに科学技術振興費

に使われていることを考えれば，大学が質的，量的に

より大きな役割を果たすべきことは当然であろう。上

記取り組みは，教育面というよりは，大学での研究面

に重点を置いた政策であり，大学の教員によりなされ

る知的財産の創作及びその活用が主な対象(15)である。

大学における知的財産教育も多様化しており，多く

の取り組みが推進されてきている(16)(17)。しかしなが

ら，大学では，大学の教員を含め，知の創造結果に関

しての主なアウトプットは論文であり，企業と比べ，

特許や意匠に対する関心は低いと言わざるを得ない。

このことは，教育面でも表れており，研究室に配属さ

れた工学系の学生が論文を書くことは一般的である

が，特許出願することは稀な状況となっている。一

方，大学を卒業する大部分の学生が企業で働く社会人

となるが，企業にとっては，「研究者が論文をだすこと

は，できの悪い CM程度の意味でしかない(18)」。私の

企業経験からも，論文と特許では企業における重要度

は大きく異なり，「論文は外部に技術公開するのみで

あるが，特許は技術を権利として保護できる」との視

点が企業での基本となる。従って，大学における教育

面でも，より一層知的財産の認識を高めることが必要

であろう。

徳島大学でも，知的財産権を活用して自主的創造力

を学生自身が身につけられるような教育にチャレンジ

し始めている。具体的には，学生自身が発明などを創

作し，実際に出願，権利化に結び付ける活動を推進す

るものである。パテントコンテスト，デザインコンテ

ストを含めたコンテストへの参加や実際の研究活動が

対象となる。一般に，論文では「新しい真理の発見」

が重要となるが，発明は「自然法則を利用した技術的

思想の創作のうち高度のもの」であり，対象が異なる

ことも多く，学生にとって混同が生じる場合も多い。

しかしながら，特許法上の保護対象となる発明は，産

業上利用することができる発明であることより，内容

に具体性があり，内容の把握という観点からは，学生

にとって発明は理解しやすいようである。

徳島大学の学生に特許検索並びに論文検索を実施さ

せ，その状況を学生の視点から纏めた内容を表３に示

す。特許庁に出願された特許出願は，原則としてすべ

て公開であり，すぐに入手できる。一方，論文も公開

が原則であるが，インターネット上から直接入手でき

ないものも多い。また，論文は記載方法や審査基準が

対象となる雑誌で異なる場合が多く，審査官により審

査される特許と比べ明確性，統一性に欠ける。このよ

うな観点から，学生の立場において，特許が論文に比

べて難しいことはなく，むしろ興味を持って取り組む

ことができる対象であるといえ，かつ，企業で働く社

会人となる学生にとって有用な教育対象となり得る。

表３ 学生からみた特許と論文の比較項目

項目 特許 論文 備考

検 索 特 性 ○ ○ 特許：IPDL

論文：CiNii, SciFinder など

情報の入手性 ○ △ IPDLでは基本的に情報をダ

ウンロードできる

内容の把握 ○ △ 特許明細書の記載方法は統一

されており，記載方法を把握

すれば，理解しやすい

学生の興味 ○ △ 特許の財産的側面に魅力

２．４ 教育面での包括的な取り組みについて

小学校から大学まで，各段階での知的財産教育は

徐々に浸透しつつあり，各機関で独自の取り組みもな

されてきているが，小学校から大学まで全体を包括し

た取り組みや各機関が連携した活動は少なく，報告例

もほとんど存在しない。本来，新規な発明やデザイン

は，異なった分野との融合によって生まれることが多

く，私の企業時代の経験でも，自分の技術に他分野の

技術やアプリケーションが加わった時に発明が創作さ

れることがほとんどであった。この観点からも，学校

レベルを跨いだ活動，例えば小学生や高校生・高等専

門学校生と大学生が一緒に議論できる活動や協力した

取り組みなどが有効であると考える。発明やデザイン

は高等教育を受けなければ生まれないものではなく，

その幅は非常に広い。実際，特許出願や意匠登録出願

には年齢制限はなく，何人でも出願可能である。

上記内容を考慮し，現在，少年少女発明クラブ（小

中学生），徳島科学技術高校（高校生），阿南高等専門

学校（高専生），徳島大学（大学生）などの各機関が連

携し，総合的な活動や交流を行い，学生の知的財産マ

インドを高めるような取り組みを行うべく，日本弁理
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士会四国支部ほかの協力を得つつ計画を進めている。

３．実践的知的財産教育に対する課題

知的財産教育，特に「学生自らが参画する教育」の

観点から考える場合，最終ターゲットは何になるであ

ろうか。当然，知的財産を取得すること，つまり，実

際に特許出願や意匠登録出願を行い，審査を経て権利

を取得することになろう。このような視点において，

前述のパテントコンテスト，デザインコンテストは学

生にとって利点が多い。具体的には，パテントコンテ

ストでは特許出願料，審査請求料，特許料（第 1年〜

3年分）が，デザインコンテストでは意匠登録出願料，

意匠登録料（第 1年分）が主催者側にて負担され，出

願を行うための弁理士アドバイスが無料で受けられ

る。パテントコンテストにおける過去 3 年の応募総

数，特許出願支援対象数を表４に示す。年間十数件，

デザインコンテストを含めれば年間 40件以上の学生

による発明，意匠が実際に出願可能となることの意義

は大きい。

表４ パテントコンテストにおける過去 3年の応募総数

しかしながら，より多くの学生が，自らの発明，デ

ザインを実際に出願できるような体制構築には多くの

課題がある。特許法や意匠法が先願主義となっている

状況において，コンテスト参加のため，発明やデザイ

ンを温存することは，特許法や意匠法制度と矛盾する

面が存在することも否定できない（もちろん，年 1回

のコンテストに向けて発明やデザインをブラッシュ

アップできるメリットは大きい）。このような課題の

中でも一番の課題は費用面であろう。例えば，特許出

願を行い，権利を取得するためには，出願料：15,000

円，審査請求料：168,600円＋請求項数× 4,000円，各

年度に応じた特許料・登録料が必要となる。また，こ

れに加え，出願を行う際に生じる弁理士費用も必要と

なり，研究機関が教育を主な目的としてこれらの費用

を負担することは現実的ではない。特許の趣旨は第 1

条にて「この法律は，発明の保護及び利用を図ること

により，発明を奨励し，もつて産業の発達に寄与する

ことを目的とする。」，意匠については「この法律は，

意匠の保護及び利用を図ることにより，意匠の創作を

奨励し，もつて産業の発達に寄与することを目的とす

る。」と規定されており，教育的観点は含まれていない

以上，特許料等の減免制度以外に教育面を考慮した制

度が存在しないことは仕方がない。弁理士会における

「手続き費用給付制度」なども存在するが，学生が自発

的に創作する知的財産に関し，より多くの学生が実際

に出願や権利化を行えるような仕組みが望まれる。

４．おわりに

世界知的所有権機関が発表した「世界知的所有権統

計」によると，2008 年の世界の特許出願件数は

1,907,915 件であり，国籍別出願件数は，日本が

502,054件とトップ，米国が 400,769件で 2位，3位が

中国の 203,481件であった。この統計から，現状，日

本は知的財産における先進国といえる。

資源が少なく少子化問題を抱える日本にとって，科

学技術が「最大の資源」であり，知的財産こそが国家

財産といえる。今後，世界やアジアにおける日本経済

力の相対地位が低下する状況下でも「知的財産におけ

る先進国」が維持できるよう，長期的な取り組みとし

て教育面から知的財産に関する国力を向上しておく必

要性は高い。近年，日本弁理士会と自治体や大学など

の教育機関との知財支援協定が推進されており(19)，知

的財産先進国を維持していために日本弁理士会や弁理

士が果たす役割はますます大きくなるものと考える。

知的財産推進計画 2008 にある「青少年の創作活動」を

実践できる体制を支援し，2050 年においても知的財産

立国として世界をリードできるよう活動を推進した

い。

本原稿作成にあたり，徳島県立科学技術高等学校，

社団法人発明協会徳島支部をはじめとする多くの機関

の方々に有益なコメントを頂いた。ここに謝意を表す

る。
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